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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次

第66期

第３四半期

連結累計期間

第67期

第３四半期

連結累計期間

第66期

会計期間
自　平成23年12月１日

至　平成24年８月31日

自　平成24年12月１日

至　平成25年８月31日

自　平成23年12月１日

至　平成24年11月30日

売上高 （千円） 16,197,856 16,797,632 21,995,644

経常利益 （千円） 816,135 951,359 1,081,099

四半期（当期）純利益 （千円） 487,424 633,448 653,949

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 452,050 1,157,377 794,603

純資産額 （千円） 21,420,550 22,688,945 21,763,081

総資産額 （千円） 29,162,678 29,843,682 28,850,604

１株当たり四半期（当期）純利
益金額

（円） 21.26 27.63 28.52

潜在株式調整後１株当たり四半
期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 72.8 75.3 74.7

　

回次
第66期

第３四半期
連結会計期間

第67期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成24年６月１日

至  平成24年８月31日

自  平成25年６月１日

至  平成25年８月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 11.42 8.10

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

 　　　　記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しており

　　ません。

　

２ 【事業の内容】

　　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれ

　ている事業の内容に重要な変更はありません。

　　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

(1)　業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却に向けた各種政策により、輸出の持ち

直しや生産の増加など、景気は緩やかに回復しつつある状況となっておりますが、海外景気の下振れリ

スクによる先行きの不透明な状況が依然として続いております。

このような状況の下で当社グループは、持続的成長のための安定収益基盤である化成品事業において

は、主力のアクリル酸エステルの生産性改善による競争力の強化とシェア拡大を図り、高収益性確保の

ための半導体材料や表示材料の電子材料事業においては、海外展開の強化と次世代材料開発に注力し収

益改善と業績回復に努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は167億９千７百万円（前年同四半期比3.7％増）、営

業利益は７億９千１百万円（前年同四半期比7.4％増）、経常利益は９億５千１百万円（前年同四半期

比16.6％増）、四半期純利益は６億３千３百万円（前年同四半期比30.0％増）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。（セグメント間取引を含んでおります。）

①化成品事業

化成品事業におきましては、アクリル酸エステルグループは、自動車塗料樹脂関連や電材関連の販

売が堅調に推移し売上高は増加いたしました。メタクリル酸エステルグループは、塗料・粘接着剤用

途中心に需要が増加し売上高は好調に推移いたしました。しかしながら、設備投資による償却負担が

増加したことによりセグメント利益は減少いたしました。この結果、売上高は89億７千６百万円（前

年同四半期比8.1％増）、セグメント利益は２億１千２百万円（前年同四半期比14.5％減）となりました。

②電子材料事業

電子材料事業におきましては、表示材料グループは、液晶パネル関連業界の需要の回復により、売

上高は微増となりました。半導体材料グループは、販売が堅調に推移し売上高は増加いたしました。

また、売上高の増加に伴いセグメント利益は増加いたしました。この結果、売上高は38億８千５百万

円（前年同四半期比3.7％増）、セグメント利益は５億１千８百万円（前年同四半期比32.6％増）となりま

した。

③機能化学品事業

　機能化学品事業におきましては、化粧品原料グループは、国内化粧品市場の低迷を海外向けがカ

バーすることにより、売上高は増加いたしました。機能材料グループ（医薬中間体、その他）は、溶

剤向けなど一部受託製品の販売が低調に推移し売上高は減少いたしました。売上高の減少に伴い、セ
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グメント利益は減少いたしました。この結果、売上高は39億７千８百万円（前年同四半期比4.7％減）、

セグメント利益は６千４百万円（前年同四半期比24.6％減）となりました。

　

(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて９億９千３百万円増加

し、298億４千３百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加、有価証券の減少、有形固定

資産の減少及び投資有価証券の増加などによるものです。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて６千７百万円増加し、71億

５千４百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加及び未払金の減少などによるもの

です。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べて９億２千５百万円増加

し、226億８千８百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金

の増加などによるものです。

　

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は、平成20年１月11日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を

支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号本文に規定されるものをいい、

以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社

の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第３

号ロ(2)）として、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「旧プラン」といいま

す。）に関する決定を行いました。旧プランの導入については、平成20年２月22日開催の当社第61期定

時株主総会において株主の皆様にご承認を得ております。また、平成23年１月14日開催の当社取締役会

において、旧プランの内容を一部変更の上（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）、継

続することを決議し、平成23年２月18日開催の当社第64期定時株主総会において株主の皆様にご承認し

ていただきました。

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に

日々努めております。従いまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の

経営理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考

えております。

　上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定される

ことを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株

主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大量買

付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定す

るものではありません。
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しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量買付けの中には、その目的

等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様

に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、対象会社の取締役会が代替案を提案するための必要

十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすた

めに買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。

当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付けを行う者が、当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対

しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

を確保する必要があると考えております。

②　当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

ア　当社の企業価値の源泉

当社は、昭和21年12月の設立以来「従業員の愛情と和と勤勉を大切にし、常に新しい技術の研鑽に努

めることにより社会と産業界の進歩、発展に貢献する」ことを基本理念として、アクリル酸の国内にお

ける製造・販売の企業化に初めて成功し、その製造技術を基に特殊アクリル酸エステルの製造・販売を

行っています。当社は、その独自の技術力を活かし、有機工業薬品として幅広い分野へ中間体原料を提

供しております。

当社の企業価値の源泉は、高度の研究開発力を活かした高付加価値製品拡大を可能とするフレキシブ

ルな工場稼動体制・供給体制及び営業・研究開発の連動による少量・多品種の生産体制を活かした、多

様なお客様の幅広いご要望に対するスピーディーな対応力にあると考えています。さらに、顧客、取引

先、当社従業員及び地域社会等の様々なステークホルダーとの間で、長年にわたり良好な関係の維持・

発展に努め、企業価値の源泉となる信頼関係を築き上げてまいりました。これらの企業価値の源泉を基

に、上記①記載の基本方針に示したとおり、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上を目指し

ております。

イ　企業価値・株主の皆様の共同の利益向上のための取組み

当社は、アクリル酸エステル製品の製造・販売を軸に事業展開をしてまいりました。具体的には、塗

料・粘接着剤・印刷インキ・合成樹脂等の原料としてのアクリル酸エステル製品を持続的成長のための

安定収益基盤とする一方、このアクリル酸エステル製品を発展的に応用展開した特殊化学品の液晶関連

や半導体材料を中心とする電子材料分野を高収益性事業として強化しております。

当社は、これらの事業を基に、企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の利益の向上を実現するた

めに平成25年度の中期事業計画を策定いたしました。かかる中期事業計画においては、経営戦略として

「選択と集中による持続的な成長力の構築」、「企業の社会的責任の実現と企業価値の向上」を二本柱

に掲げ、当社は、この経営戦略に沿い以下の三つの事業に係る研究開発・市場開発及び生産体制の強化

を行うことにより計画達成を目指すものであります。

(ア)　持続的成長のための安定収益基盤事業（化成品事業） 

コア製品であるアクリル酸エステルの市場確保を行うとともに、用途開発と需要の拡大を目指し、生

産設備の合理化と集約化によりコスト競争力を強化してまいります。

(イ)　安定した高収益性の事業（電子材料事業）

現状製品の市場確保・拡大を行うとともに、フォトリソグラフィー技術を活かした高精細化加工技術

への発展的貢献と次世代（表示）材料への応用展開を図ってまいります。

(ウ)　発展に必要な技術基盤の拡充・次期成長分野の開拓を強化する事業（機能化学品事業）
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機能性ポリマー化技術・精密有機合成技術及び精製技術の技術基盤を更に拡充し、次期成長分野の開

拓を図ってまいります。 

また、株主還元につきましては、長期的な観点に立ち財務体質と経営基盤の強化を図るとともに株主

の皆様への利益還元を充実させることを経営の重要政策と位置付け、会社の業績や今後の事業計画に備

えた内部留保等を勘案し、平成24年11月期においては１株当たり年間12円（中間６円、期末６円）の配

当を予定しておりましたが、中間期の業績に鑑み、誠に遺憾ながら中間配当４円、期末配当５円、年間

配当９円に修正させていただきました。また、平成25年11月期の配当につきましては、中間配当を５円

とさせていただき、期末配当は５円（年間10円）を予定しております。さらに、「企業の社会的責任の

実現と企業価値の向上」を目指し、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が重要課題であると認識

しており、社外取締役を選任しております。また、内部統制システムの構築・推進、内部統制委員会で

のコンプライアンス及びリスク管理の強化や安全・環境・品質を重視し、ISO-9001、ISO-14001、OHSAS

を推進するとともに、株主、顧客、取引先、当社従業員及び地域社会等のステークホルダーにとって魅

力ある企業を目指すことで、長期的な観点に立ち財務体質と経営基盤の強化を図り、事業強化と適切な

利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。これらの取組みは、今般決定しました、上記①

記載の基本方針の実現に資するものと考えております。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み

当社は、上記①記載の基本方針に照らして不適切な者によって大量買付けがなされた場合に、それら

の者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するためには、当社株券等に対

する大量買付けが一定の合理的なルールに従って行われることが必要であり、このことが、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資すると考えております。

そこで、当社取締役会は、平成20年１月11日開催の当社取締役会において、上記①記載の基本方針に

照らして不適切な者によって大量買付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、大量買付けの提案がなされた場合におけ

る情報提供等に関する一定のルールを設定するとともに、対抗措置の発動手続等を定めた旧プランを導

入することを決議し、平成20年２月22日開催の第61期定時株主総会において旧プランの導入につき、株

主の皆様にご承認いただきました。また、旧プランの内容を一部変更し、本プランとして継続すること

を平成23年２月18日開催の当社第64期定時株主総会において株主の皆様にご承認していただきました。

本プランの有効期限は、平成26年２月に開催予定の当社第67期定時株主総会の終了の時までとなってい

ます。

　本プランは、当社株券等（注１）の特定株式保有者等（注２）の議決権割合（注３）を20％以上とす

る当社株券等の買付行為、又は結果として特定株式保有者等の議決権割合が20％以上となる当社株券等

の買付行為（いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、また市場取引、公開買

付け等の具体的な買付方法の如何は問わないものとします。以下、かかる買付行為を「大量買付行為」

といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。）に応じるか否かを株主の皆様に適切に

ご判断いただくための必要十分な情報及び時間を確保するために、大量買付者から意向表明書が当社代

表取締役に対して提出された場合に、当社が、大量買付者に対して、事前に大量買付情報の提供を求

め、当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様

への代替案の提案等を行うとともに、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に対し

て、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するための大量

買付ルールを定めています。また、本プランにおいては、当社取締役会が実務上適切と判断した場合に
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は、対抗措置の発動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委

ねることとしております。

大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会又は株主総会において、対抗措置の発動の是

非に関する決議が行われるまでは、大量買付行為を開始することができないものとします。

なお、本プランの詳細については、当社ウェブサイト（http://www.ooc.co.jp/）をご覧下さい。

注１：株券等　

　　　金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。

注２：特定株式保有者等

(i)　当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27

条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者とみなされる者及び当社取締役会がこ

れに該当すると認めた者を含みます。以下同様とします。）及びその共同所有者（同法第27条の23第５

項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者及び当社取締役会がこ

れに該当すると認めた者を含みます。以下同様とします。）

又は、

(ii) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第

１項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所有価証券市場において行わ

れるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者及

び当社取締役会がこれに該当すると認めた者をいいます。）を意味します。

注３：議決権割合

議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式数から、有価証

券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものに記載された数の保

有自己株式数を除いた株式の議決権数とします。

④　上記②及び③の取組みに対する取締役の判断及びその理由

ア　基本方針の実現に資する特別な取組み（上記②）について

上記②「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的取組みとして策定されたも

のであり、基本方針の実現に資するものとなっており、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の

株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではあ

りません。

イ 　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み（上記③）について

（ア） 当該取組みが基本方針に沿うものであること

　本プランは、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否

かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確

保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うこと等を可能としたりすることにより、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであり、基本方針に沿うものであ

ります。

（イ） 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、本プランは、(ⅰ)買収防衛策に関する経済産業省及び法務省が平成17年5月27日付で発表し

た「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」を充足しており、平

成20年6月30日に企業価値研究会が発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の

趣旨を踏まえた内容となっていること、(ⅱ)株主の皆様の意思の反映・尊重がなされていることに加
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え、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を適用ある法令等及び取引所規則に従って速

やかに株主の皆様に開示することとしていること、(ⅲ)当社取締役会の恣意的判断を排除するための取

組みとして、(a)独立委員会を設置して独立性の高い社外者の判断を重視していること、(b)本プランに

従った大量買付者に対する対抗措置の発動については、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理

的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合のみ行われるとされていること、また、当社取締役

会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非は当社株主総会の決議に委ねられてい

ること、及び(ⅳ)デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないことから、当社の株主の皆様の

共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えてお

ります。

　

(4)　研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グループが計上した研究開発費の総額は７億３千８百万円で

あります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 76,000,000

計 76,000,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成25年８月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成25年10月７日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 22,937,038 22,937,038
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数　100株

計 22,937,038 22,937,038 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成25年６月１日～

平成25年８月31日
－ 22,937,038 － 3,600,295 － 3,477,468

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成25年５月31日現在で記載しております。

　
①　【発行済株式】

平成25年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 9,500

完全議決権株式（その他） 普通株式 22,921,100 229,211 －

単元未満株式 普通株式 6,438 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 　 22,937,038 － －

総株主の議決権 － 229,211 －

　

②　【自己株式等】

平成25年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

大阪有機化学工業

株式会社

大阪市中央区安
土町１丁目７番
20号

9,500 － 9,500 0.04

計 － 9,500 － 9,500 0.04

　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年６月

１日から平成25年８月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年12月１日から平成25年８月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けてお

ります。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,416,302 3,909,648

受取手形及び売掛金 6,218,696
※ 6,153,787

有価証券 799,279 449,748

製品 1,820,892 2,042,727

仕掛品 839,403 905,806

原材料及び貯蔵品 655,161 822,554

繰延税金資産 124,734 218,226

その他 248,680 75,570

貸倒引当金 △8,788 △8,606

流動資産合計 14,114,362 14,569,462

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,014,831 5,218,678

機械装置及び運搬具（純額） 2,756,304 2,239,127

土地 2,233,134 2,290,382

建設仮勘定 256,150 8,635

その他（純額） 276,306 257,107

有形固定資産合計 10,536,727 10,013,930

無形固定資産 275,375 223,193

投資その他の資産

投資有価証券 3,326,444 4,250,279

長期預金 200,000 200,000

保険積立金 249,458 258,325

その他 148,236 328,490

投資その他の資産合計 3,924,139 5,037,095

固定資産合計 14,736,242 15,274,220

資産合計 28,850,604 29,843,682
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,200,134 3,509,276

短期借入金 30,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 698,000 564,000

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 806,406 483,940

未払法人税等 67,890 214,514

賞与引当金 － 178,630

役員賞与引当金 32,170 30,210

その他 422,817 423,029

流動負債合計 5,417,418 5,573,601

固定負債

社債 140,000 60,000

長期借入金 425,500 182,500

繰延税金負債 35,545 306,564

役員退職慰労引当金 484,569 501,502

固定資産撤去損失引当金 280,000 280,000

その他 304,489 250,568

固定負債合計 1,670,104 1,581,135

負債合計 7,087,523 7,154,736

純資産の部

株主資本

資本金 3,600,295 3,600,295

資本剰余金 3,680,880 3,680,880

利益剰余金 14,027,026 14,431,198

自己株式 △3,792 △3,855

株主資本合計 21,304,408 21,708,519

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 253,471 771,140

その他の包括利益累計額合計 253,471 771,140

少数株主持分 205,200 209,285

純資産合計 21,763,081 22,688,945

負債純資産合計 28,850,604 29,843,682
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年12月１日
　至 平成24年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年12月１日
　至 平成25年８月31日)

売上高 16,197,856 16,797,632

売上原価 12,996,090 13,530,448

売上総利益 3,201,766 3,267,184

販売費及び一般管理費 2,465,186 2,476,076

営業利益 736,579 791,107

営業外収益

受取利息 12,057 7,478

受取配当金 79,003 86,675

為替差益 － 22,643

補助金収入 － 20,000

その他 27,582 35,428

営業外収益合計 118,643 172,226

営業外費用

支払利息 19,214 10,288

為替差損 15,681 －

その他 4,191 1,685

営業外費用合計 39,087 11,973

経常利益 816,135 951,359

特別利益

ゴルフ会員権売却益 14 －

特別利益合計 14 －

特別損失

固定資産除却損 847 3,766

投資有価証券評価損 42,396 －

ゴルフ会員権評価損 8,537 －

特別損失合計 51,781 3,766

税金等調整前四半期純利益 764,369 947,593

法人税、住民税及び事業税 250,632 353,393

法人税等調整額 15,246 △43,908

法人税等合計 265,879 309,485

少数株主損益調整前四半期純利益 498,489 638,108

少数株主利益 11,065 4,659

四半期純利益 487,424 633,448
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年12月１日
　至 平成24年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年12月１日
　至 平成25年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 498,489 638,108

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △46,439 519,269

その他の包括利益合計 △46,439 519,269

四半期包括利益 452,050 1,157,377

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 440,466 1,151,117

少数株主に係る四半期包括利益 11,583 6,260
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【会計方針の変更等】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年12月１日  至  平成25年８月31日)
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年12月１日以後に取
得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
　なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響
は軽微であります。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。

　　なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手

形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　

　
前連結会計年度

(平成24年11月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年８月31日)

受取手形 － 210,394千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり

であります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年12月１日
  至  平成24年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年12月１日
  至  平成25年８月31日)

減価償却費 1,016,127千円 1,126,600千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自  平成23年12月１日  至  平成24年８月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年２月24日
定時株主総会

普通株式 183,422 8 平成23年11月30日 平成24年２月27日 利益剰余金

平成24年７月５日
取締役会

普通株式 91,710 4 平成24年５月31日 平成24年８月20日 利益剰余金

(注)平成24年２月24日開催の定時株主総会で決議された１株当たり配当額には東京証券取引所市場第一

　　部指定記念配当２円を含んでおります。

　

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年12月１日  至  平成25年８月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年２月22日
定時株主総会

普通株式 114,638 5 平成24年11月30日 平成25年２月25日 利益剰余金

平成25年７月4日
取締役会

普通株式 114,637 5 平成25年５月31日 平成25年８月19日 利益剰余金

　

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ．前第３四半期連結累計期間（自  平成23年12月１日  至  平成24年８月31日）

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　
報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

化成品
事業

電子材料
事業

機能化学品
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 8,302,573 3,746,383 4,148,899 16,197,856 － 16,197,856

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 27,625 27,625 △27,625 －

計 8,302,573 3,746,383 4,176,524 16,225,481 △27,625 16,197,856

セグメント利益 248,683 390,861 86,211 725,755 10,823 736,579

(注)  １　セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ．当第３四半期連結累計期間（自  平成24年12月１日  至  平成25年８月31日）

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　
報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

化成品
事業

電子材料
事業

機能化学品
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 8,976,468 3,885,229 3,935,935 16,797,632 － 16,797,632

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 42,797 42,797 △42,797 －

計 8,976,468 3,885,229 3,978,732 16,840,430 △42,797 16,797,632

セグメント利益 212,547 518,120 64,982 795,650 △4,542 791,107

(注)  １　セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

３  報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、平成24年12月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

なお、これによる当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年12月１日
  至  平成24年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年12月１日
  至  平成25年８月31日)

　１株当たり四半期純利益金額 21.26円 27.63円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 487,424 633,448

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 487,424 633,448

普通株式の期中平均株式数(株) 22,927,735 22,927,548

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

　　　りません。

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第67期（平成24年12月１日から平成25年11月30日まで）中間配当については、平成25年７月４日開催の

取締役会において、平成25年５月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議し、配当を行っております。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 114,637千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　５円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成25年８月19日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 有限責任監査法人トーマツ 　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　後　藤　紳　太　郎　印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　和　 田　　稔 　郎　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成２５年１０月３日

大阪有機化学工業株式会社

取 締 役 会  御 中

　
　

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大

阪有機化学工業株式会社の平成24年12月１日から平成25年11月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会
計期間(平成25年６月１日から平成25年８月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年12月１日から
平成25年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計
算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大阪有機化学工業株式会社及び連結子会社
の平成25年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に
表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

大阪有機化学工業株式会社(E00855)

四半期報告書

21/21


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	会計方針の変更等
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

